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第 37回国有財産沖縄地方審議会の開催結果 

 

令和元年 12 月 2 日（月）、那覇第 2地方合同庁舎 2号館 2階共用会議室 DE に

おいて、第 37 回国有財産沖縄地方審議会を開催しました。 

審議会では、沖縄総合事務局長から諮問のあった次の事項について審議した

結果、諮問のとおりに処理することが適当と認める旨の答申がありました。 

 

 

【諮問事項１】 

沖縄総合事務局における留保財産の選定基準について 

 

【諮問事項２】 

国頭郡東村字平良に所在する財務省所管の普通財産として引受予定の財産を、

「東村多目的運動公園」敷地として売払いすることについて 

 

売払いを予定している財産 

      所 在 地：沖縄県国頭郡東村字平良上道原 809 番 4 ほか 2 筆 

      区分・数量：土地・22,180.48 ㎡ 
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http://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Zaimu/okizaimu/kokuyuuzaisan/5gaiyou/singikai/gijiroku37.pdf
http://www.ogb.go.jp/-/media/Files/OGB/Zaimu/okizaimu/kokuyuuzaisan/5gaiyou/singikai/giji_shimon37.pdf

